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[意見の募集期間]8／11(日・祝)〜9／1(日)必着

[意見の提出方法]①氏名②住所(区外の方は在勤・在学等も)③年

齢④ご意見を記入し、郵送(区報掲載のはがき等)、ファクスまた

は障害者施策課窓口へ。区ホームページからも提出できます※電

話受付は行いません。

▢問 障害者施策課施策推進係☎3647-4749、℻3699-0329

(仮称)江東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例案(概要)は、区ホームページ(ホーム→区政情報→広聴→パブリックコメント)でもご覧になれます。

▲ろう講師による手話指導と手話を学ぶ受講生たち(写真は江東区手話講習会｢養成コース｣)




